
阿賀野市規則第３７号 

   阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成１６年阿賀野市規則第３６号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条、第５条の２の２第１項及び第２項中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加

える。 

第１１条第１項第１４号中「後８週間」を「以後１年」とする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関す

る規則の規定は、令和４年１０月１日から適用する。 


